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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

予
防
の
基
本
は
、「
人
と
人
と
の
距

離
を
と
る
こ
と（
２
メ
ー
ト
ル
を

目
安
）｣

「
マ
ス
ク
の
着
用｣

「
丁

寧
に
手
を
洗
う
こ
と｣

で
す
。

　

自
分
自
身
を
守
る
た
め
、
周
り

の
人
を
守
る
た
め
、
一
人
ひ
と
り

が「
新
し
い
生
活
様
式｣

に
基
づ

き
、
予
防
対
策
の
実
践
を
心
が
け

て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

電
話
相
談
窓
口

　

感
染
予
防
に
関
す
る
こ
と
や
、

感
染
が
疑
わ
れ
る
症
状
が
出
た
時

な
ど
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

・�

安
房
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
安

房
保
健
所
）

　

☎
22
―
４
５
１
１（
代
表
）

※�

受
付
時
間
は
平
日
の
午
前
９
時

か
ら
午
後
５
時
ま
で

・�

千
葉
県
電
話
相
談
窓
口

　

☎
０
５
７
０
―
２
０
０
―
６
１
３

※
受
付
時
間
は
全
日
24
時
間

　

門
岡
み
ず
ほ
医
師（
亀
田
総
合

病
院
産
婦
人
科
）を
講
師
に
迎
え
、

講
話「
女
性
の
健
康
づ
く
り
～
自

分
ら
し
く
、
さ
ら
に
輝
く
た
め
に

～｣

を
行
い
ま
す
。

　

ま
た
、
講
演
の
他
に
、
女
性
の

身
体
に
多
い
悩
み
を
解
消
す
る
手

軽
な
体
操
や
、
女
性
に
嬉
し
い
レ

シ
ピ（
骨
粗
し
ょ
う
症
予
防
）の
紹

介
も
あ
り
ま
す
。

と
き　

11
月
19
日（
木
）午
後
１
時

30
分
か
ら
午
後
３
時
30
分
ま
で

と
こ
ろ　

三
芳
農
村
環
境
改
善
セ

ン
タ
ー

定
員　

30
人

申
込
期
限　

11
月
12
日（
木
）

　

�

　

健
康
支
援
課

　
　
　

�

☎
36
―
１
１
５
２　

新
型
コ
ロ
ナ

新
型
コ
ロ
ナ

健
康
支
援

健
康
支
援

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
予
防
策（
令
和
２
年

10
月
13
日
現
在
）

女
性
の
健
康
づ
く
り
教
室

参
加
者
募
集

地
域
外
来･

検
査
セ
ン
タ
ー

が
設
置
さ
れ
ま
し
た

・�

厚
生
労
働
省
電
話
相
談
窓
口

　

☎
０
１
２
０
―
５
６
５
６
５
３

　
（
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
）

※�

受
付
時
間
は
全
日
午
前
９
時
か

ら
午
後
９
時
ま
で

※
電
話
で
の
相
談
が
難
し
い
方

　

03
―
３
５
９
５
―
２
７
５
６

掲載の催しは、新型コロナウイルスの感染拡大防止などのため、
中止となる場合があります。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
感
染
拡
大
に
対
応
す
る
た
め
、

９
月
30
日
、
安
房
地
域
に
地
域
外

来
・
検
査
セ
ン
タ
ー
が
設
置
さ
れ

ま
し
た
。

　

地
域
外
来
・
検
査
セ
ン
タ
ー
で

検
査
を
受
け
る
に
は
、
事
前
に
か

か
り
つ
け
医
な
ど
の
医
療
機
関
を

受
診
し
、
医
師
の
判
断
に
よ
り
地

域
外
来
・
検
査
セ
ン
タ
ー
に
紹
介

し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

個
人
で
直
接
検
査
の
申
込
み
を

す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

検
査
の
流
れ

発
熱
な
ど
の
症
状
が
あ
る
方

事
前
に
電
話
連
絡
の
う
え
、
安

房
郡
市
内
の
か
か
り
つ
け
医
な

ど
の
医
療
機
関
を
受
診

地
域
外
来
・
検
査
セ
ン
タ
ー
か

ら
検
査
結
果
を
患
者
と
紹
介

元
の
医
師
に
報
告

陽
性
の
場
合
、
安
房
保
健
所
か

ら
患
者
に
連
絡
が
あ
る

診
察
し
た
医
師
が
感
染
の
疑

い
、検
査
の
必
要
性
を
判
断（
検

査
が
必
要
で
あ
る
と
判
断
し
た

場
合
、
診
察
し
た
医
療
機
関
か

ら
地
域
外
来
・
検
査
セ
ン
タ
ー

へ
紹
介
し
、
予
約
す
る
）

予
約
し
た
日
時
に
地
域
外
来
・

検
査
セ
ン
タ
ー
で
検
査
を
受
け

る（
地
域
外
来
・
検
査
セ
ン
タ
ー

の
医
師
の
判
断
に
よ
り
検
査
を

実
施
し
な
い
場
合
も
あ
り
ま

す
）
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国
民
健
康
保
険（
国
保
）は
、
加

入
者
が
国
民
健
康
保
険
税
を
納
め

て
支
え
あ
う
社
会
保
障
制
度
で
す
。

　

医
療
費
は
、
年
々
増
加
傾
向
に

あ
り
、
こ
の
ま
ま
医
療
費
が
増
え

続
け
れ
ば
、
ご
加
入
し
て
い
る
皆

さ
ん
の
国
民
健
康
保
険
税
の
負
担

が
今
以
上
に
重
く
な
る
こ
と
に
な

り
か
ね
ま
せ
ん
。
医
療
費
を
抑
制

で
き
れ
ば
、
加
入
者
の
負
担
を
抑

え
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

　

ま
ず
は
、
医
療
費
に
関
心
を
持

ち
、
適
切
な
受
診
に
ご
協
力
く
だ

さ
い
。

国
保
の
届
出
は
忘
れ
ず
に

　

国
保
の
加
入
や
脱
退
に
は
手
続

き
が
必
要
で
す
。
次
に
該
当
す
る

場
合
は
、
14
日
以
内
に
保
険
年
金

課
、
朝
夷
行
政
セ
ン
タ
ー
ま
た
は

各
地
域
セ
ン
タ
ー
で
届
出
を
し
て

く
だ
さ
い
。

▼
国
保
に
加
入
す
る
と
き

　

他
市
区
町
村
か
ら
転
入
し
た
と

き
、
職
場
の
健
康
保
険
を
や
め
た

国
民
健
康
保
険

国
民
健
康
保
険

と
き
、
国
保
加
入
者
に
子
ど
も
が

生
ま
れ
た
と
き
な
ど

▼
国
保
を
脱
退
す
る
と
き

　

他
市
区
町
村
へ
転
出
す
る
と

き
、
職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
し

た
と
き
、
国
保
加
入
者
が
死
亡
し

た
と
き
な
ど

※�

転
出
や
職
場
の
健
康
保
険
加
入

に
伴
い
保
険
証
は
変
更
と
な
る

こ
と
か
ら
、
南
房
総
市
の
国
民

健
康
保
険
被
保
険
者
証
は
使
え

ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼�

保
険
証
の
記
載
事
項
に
変
更
が

あ
る
と
き

　

転
居
し
た
と
き
、
世
帯
主
が
変

わ
っ
た
と
き
な
ど

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
健
康
保

険
証
と
し
て
利
用
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
す

　

令
和
３
年
３
月（
予
定
）か
ら
、

医
療
機
関
や
薬
局
で
順
次
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
健
康
保
険
証
と

し
て
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
利
用
に
は
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル

で
事
前
に
登
録
が
必
要
で
す
。「
限

度
額
適
用
認
定
証
が
な
く
て
も
高

額
療
養
費
制
度
に
お
け
る
限
度
額

以
上
の
支
払
が
免
除
さ
れ
る｣

、「
就

職･

転
職･

引
越
を
し
て
も
健
康
保

険
証
と
し
て
使
え
る｣

な
ど
の
メ

リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。（
市
区
町
村

へ
の
加
入
・
喪
失
の
届
出
は
引
き

続
き
必
要
で
す
。）

お
支
払
い
は
口
座
振
替
が
便
利
で
す

　

保
険
税
を
口
座
振
替
に
す
る

と
、　
「
自
動
的
に
納
め
ら
れ
る
の

で
納
め
忘
れ
が
な
い｣

、「
納
期
ご
と

に
金
融
機
関
に
行
く
必
要
が
な
い｣

な
ど
、
大
変
便
利
で
す
。

「
ペ
イ
ジ
ー
口
座
振
替
受
付
サ
ー

ビ
ス｣

が
利
用
で
き
ま
す

　

市
役
所
の
窓
口
で
、
対
象
金
融

機
関
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
使

用
し
て
口
座
振
替
の
手
続
き
が
で

き
ま
す
。

・
手
続
き
が
で
き
る
人

　

口
座
名
義
人
ご
本
人

・
対
象
金
融
機
関

　

京
葉
銀
行
・
千
葉
銀
行
・
千
葉

興
業
銀
行
・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
・
館

山
信
用
金
庫
・
安
房
農
協

　

保
険
年
金
課　

　
　

☎�

33
―
１
０
６
０

　

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、

公
的
年
金
な
ど
の
収
入
や
そ
の
他

の
所
得
額
が
一
定
基
準
額
以
下
の

年
金
受
給
者
の
生
活
を
支
援
す
る

た
め
に
、
年
金
に
上
乗
せ
し
て
支

給
さ
れ
る
も
の
で
す
。

対
象
と
な
る
人

【
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い

る
人（
以
下
の
す
べ
て
の
要
件
を
満

た
し
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
）】

・
65
歳
以
上
で
あ
る

・�

世
帯
員
全
員
の
市
民
税
が
非
課

税
と
な
っ
て
い
る

・�

年
金
収
入
額
と
そ
の
他
所
得
額

の
合
計
が
約
88
万
円
以
下
で
あ

る
【
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年

金
を
受
給
し
て
い
る
人
】

・�

前
年
の
所
得
額
が
約
４
６
２
万

円
以
下
で
あ
る

手
続
き
方
法

　

対
象
と
な
る
人
に
は
、
10
月
中

旬
頃
よ
り
日
本
年
金
機
構
か
ら
請

求
可
能
な
旨
の
お
知
ら
せ
が
送
付

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金

制
度

11
月
は「
ち
ば
国
保
月
間｣

国
民
年
金

国
民
年
金

さ
れ
ま
す
。
同
封
さ
れ
て
い
る
は

が
き
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
ポ

ス
ト
へ
投
函
し
て
く
だ
さ
い
。
令

和
３
年
２
月
１
日
ま
で
に
請
求
手

続
き
が
完
了
す
る
と
、
令
和
２
年

８
月
分
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
受
け

取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
れ
か
ら
年
金
を
受
給

し
始
め
る
人
は
、
年
金
の
請
求
手

続
き
と
併
せ
て
年
金
事
務
所
ま
た

は
市
役
所
で
請
求
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

※�

日
本
年
金
機
構
や
厚
生
労
働
省

を
装
っ
た
不
審
な
電
話
や
案
内

に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
電
話
で

家
族
構
成
や
金
融
機
関
の
口
座

番
号
・
暗
証
番
号
を
聞
い
た
り
、

手
数
料
な
ど
の
金
銭
を
求
め
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
５
７
０
―
05
―
１
１
６
５



3

　

令
和
２
年
１
月
１
日
か
ら
９
月
30

日
ま
で
の
間
に
国
民
年
金
保
険
料
を

納
付
さ
れ
た
人
へ
、
日
本
年
金
機
構

か
ら
令
和
２
年
の
社
会
保
険
料（
国

民
年
金
保
険
料
）控
除
証
明
書
が
11

月
上
旬
よ
り
発
送
さ
れ
ま
す
。

　

所
得
税
お
よ
び
住
民
税
の
申
告

に
お
い
て
、
当
年
中
に
納
付
し
た

国
民
年
金
保
険
料
全
額
が
社
会
保

険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
令
和
２
年
10
月
１
日
か

ら
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
今
年
は

じ
め
て
納
付
さ
れ
た
人
に
は
、
令

和
３
年
２
月
上
旬
に
当
該
控
除
証

明
書
が
発
送
さ
れ
ま
す
。

　

証
明
書
に
つ
い
て
の
お
問
い
合

わ
せ
は
、
木
更
津
年
金
事
務
所
の

ほ
か
、
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ

ル
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
５
７
０
―
０
０
３
―
０
０
４

　

☎
03
―
６
６
３
０
―
２
５
２
５

　

�（
０
５
０
か
ら
始
ま
る
電
話
で
お

か
け
に
な
る
場
合
）

受
付
時
間　

・
平
日
の
午
前
８
時
30
分
か
ら

　

午
後
７
時
ま
で

国
民
年
金
保
険
料
控
除
証

明
書
の
発
行

や
災
害
な
ど
に
よ
り
一
時
に
納
付

で
き
な
い
場
合
は
、
納
税
の
猶
予

が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

館
山
県
税
事
務
所

　
　

☎
22
―
７
１
１
７

　
　

千
葉
県
総
務
部
税
務
課　
　

　
　

☎
０
４
３
―
２
２
３
―
２
１
２
７

・�

第
２
土
曜
日
の
午
前
９
時
30
分

か
ら
午
後
４
時
ま
で

　

木
更
津
年
金
事
務
所　

　

☎
０
４
３
８
―
23
―
７
６
１
６

　

千
葉
県
は
、
自
動
車
税（
種
別

割
）の
未
納
額
の
縮
減
の
た
め
、
10

月
か
ら
５
月
ま
で
を
滞
納
整
理
強

化
期
間
と
し
、
給
与
・
預
金
・
自

動
車
な
ど
の
差
押
え
を
一
層
強
化

し
ま
す
。

　

自
動
車
税（
種
別
割
）が
未
納
の

場
合
は
、
至
急
納
付
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

30
分
か
ら
正
午
ま
で
、
午
後
１
時

か
ら
午
後
３
時
30
分
ま
で

と
こ
ろ　

千
倉
保
健
セ
ン
タ
ー�

３

階
機
能
訓
練
室

２
回
目
の
開
催

と
き　

12
月
７
日（
月
）午
前
９
時

30
分
か
ら
正
午
ま
で
、
午
後
１
時

か
ら
午
後
３
時
30
分
ま
で

と
こ
ろ　

南
房
総
市
役
所　

別
館

大
会
議
室

対
象
と
な
る
方

　

令
和
元
年
台
風
第
15
号
な
ど
の

災
害
に
よ
っ
て
被
害
を
受
け
た
資

産
を
有
し
、
修
繕
な
ど
が
完
了
し
、

確
定
申
告
な
ど
で
税
の
軽
減
を
受

け
よ
う
と
す
る
方

雑
損
控
除
の
対
象
と
な
る
資
産
の

要
件

　

住
宅
、
家
財
、
車
両
な
ど
の
生

活
に
通
常
必
要
な
資
産
で
あ
る
こ
と

持
ち
物

①�

台
風
被
害
に
よ
り
破
損
し
た
箇

所
を
修
繕
し
た
費
用
に
係
る
領

収
書
な
ど

②�

被
害
を
受
け
た
住
宅
の
取
得
年

月
、
床
面
積
お
よ
び
自
家
用
車

の
取
得
年
月
な
ど
が
分
か
る
も

の（
売
買
契
約
書
な
ど
で
そ
の
取

得
価
額
の
分
か
る
も
の
、
お
よ

び
修
繕
費
な
ど
の
災
害
関
連
支

出
の
領
収
書
が
残
っ
て
い
れ
ば

併
せ
て
ご
用
意
く
だ
さ
い
）

③�

保
険
金
な
ど
で
補
填
さ
れ
る
金

額
が
あ
る
場
合
、
そ
の
金
額
が

分
か
る
書
類

④�

り
災
証
明
書
の
写
し
な
ど（
被

害
状
況
の
分
か
る
も
の
）

注
意
事
項

　

当
日
は
、
マ
ス
ク
の
着
用
、
手

洗
い（
手
指
消
毒
液
の
利
用
）な
ど
、

感
染
予
防
へ
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

　

雑
損
控
除
に
よ
り
軽
減
さ
れ
る

所
得
税
な
ど
の
額
は
、
被
害
を
受

け
た
方
の
状
況
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ

異
な
り
ま
す
。

　

こ
の
相
談
会
は
、
確
定
申
告
書

や
住
民
税
の
申
告
書
を
作
成
す
る

も
の
で
は
な
く
、
雑
損
控
除
な
ど

の
適
用
を
受
け
る
際
の
申
告
に
必

要
な
計
算
書
の
作
成
を
目
的
と
し

て
い
ま
す
。
税
の
軽
減
を
受
け
る

た
め
に
は
、
今
回
作
成
す
る
計
算

書
を
確
定
申
告
書
な
ど
に
添
付
の

上
、
来
年
の
申
告
期
間
中
に
申
告

を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

税
務
課

　
　

☎
33
―
１
０
２
３

差押え自動車の引揚げ例

自
動
車
税（
種
別
割
）の
滞

納
処
分
を
強
化

税
　
金

税
　
金

雑
損
控
除
相
談
会
の
開
催

　

災
害
に
よ
り
住
宅
や
家
財
、
車

両
な
ど
に
被
害
を
受
け
た
方
は
、

確
定
申
告
な
ど
で
雑
損
控
除
の
適

用
を
受
け
る
こ
と
で
、
所
得
税
や

市
県
民
税
を
軽
減
で
き
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

　

館
山
税
務
署
と
南
房
総
市
で

は
、
雑
損
控
除
の
適
用
を
受
け
る

際
の
申
告
に
必
要
な
計
算
書
の
作

成
に
関
す
る
相
談
会
を
開
催
し
ま

す
。
相
談
会
は
事
前
予
約
制
で
、

11
月
10
日（
火
）か
ら
予
約
を
開
始

し
ま
す
。
市
税
務
課
へ
電
話
で
予
約

を
お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
、
定
員
に

な
り
次
第
予
約
を
終
了
し
ま
す
。

１
回
目
の
開
催

と
き　

11
月
30
日（
月
）午
前
９
時
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市
で
は
、
地
域
防
災
活
動
の

リ
ー
ダ
ー
と
し
て
活
躍
す
る
防
災

士
資
格
の
取
得
を
支
援
す
る
た

め
、
資
格
取
得
者
に
対
し
次
の
と

お
り
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

交
付
対
象
者

・�

自
主
防
災
組
織
と
共
に
防
災
計

画
作
成
、
防
災
啓
発
活
動
、
地

　

住
宅
用
火
災
警
報
器
は
、
住
宅

火
災
の
逃
げ
遅
れ
に
よ
る
死
者
を

減
少
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

住
宅（
共
同
住
宅
・
併
用
住
宅
を

含
む
）の
寝
室
お
よ
び
寝
室
が
存

す
る
階
か
ら
直
下
階
に
通
ず
る
階

段
上
部
に
設
置
す
る
こ
と
が
、
消

防
法
に
よ
り
義
務
づ
け
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
令
和
２
年
７

月
１
日
現
在
の
安
房
管
内
の
設
置

率
は
53
％
で
、
千
葉
県
平
均
76
％

と
比
較
す
る
と
依
然
と
し
て
低
い

の
が
現
状
で
す
。
ま
だ
設
置
し
て

い
な
い
住
宅
は
、
早
め
の
設
置
を

お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
設
置
後
は
定
期
的
に
作

動
確
認
を
実
施
し
、
適
切
な
維
持

管
理
を
し
ま
し
ょ
う
。
設
置
か
ら

10
年
以
上
経
過
し
て
い
る
住
宅
用

火
災
警
報
器
は
、
電
池
切
れ
や
本

体
内
部
の
電
子
部
品
の
劣
化
に
よ

り
火
災
を
感
知
し
な
く
な
る
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
た
め
、
本
体
の
交

換
を
推
奨
し
て
い
ま
す
。

　

安
房
郡
市
消
防
本
部

　
　

☎
22
―
２
２
３
４

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
、
大
き
な
負
担
が

か
か
っ
て
い
る「
ひ
と
り
親
世
帯｣

を
支
援
す
る
た
め
、
臨
時
特
別
給

付
金
を
支
給
し
て
い
ま
す
。
な
お
、

給
付
金
は「
基
本
給
付｣

と「
追
加

給
付｣

に
分
か
れ
て
い
ま
す
。

基
本
給
付

支
給
対
象
者

①
児
童
扶
養
手
当
受
給
者

　

令
和
２
年
６
月
分
の
児
童
扶
養

手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
方�

②
公
的
年
金
等
受
給
者

　

児
童
扶
養
手
当
の
所
得
要
件
を

満
た
し
て
い
る
が
、
公
的
年
金
等

を
受
給
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、

令
和
２
年
６
月
分
の
児
童
扶
養
手

当
の
支
給
を
受
け
て
い
な
い
方

③
家
計
急
変
者

　

所
得
超
過
に
よ
り
児
童
扶
養
手

当
の
支
給
を
受
け
て
い
な
い
が
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

ひ
と
り
親
世
帯
臨
時
特
別

給
付
金
～
ま
だ
手
続
き
が

済
ん
で
い
な
い
方
へ
～

防
災
士
資
格
の
取
得
を
支

援
し
ま
す
～
助
け
ら
れ
る

人
か
ら
助
け
る
人
へ
～

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設

置
・
点
検
を
し
ま
し
ょ
う

ひ
と
り
親

ひ
と
り
親

消
防
・
防
災

消
防
・
防
災

影
響
で
家
計
が
急
変
し
、
児
童
扶

養
手
当
受
給
世
帯
と
同
様
の
所
得

水
準
と
な
っ
て
い
る
方

※�

対
象
と
な
る
要
件
の
詳
細
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

支
給
金
額

　

１
世
帯
５
万
円
、
第
２
子
以
降

１
人
に
つ
き
３
万
円

追
加
給
付

支
給
対
象
者

　

基
本
給
付
支
給
対
象
者
の
①
ま

た
は
②
に
該
当
す
る
方
の
う
ち
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
を
受
け
て
家
計
が
急
変
し
、

収
入
が
減
少
し
た
方

支
給
金
額

　

１
世
帯
５
万
円

申
請
手
続
き

・�

児
童
扶
養
手
当
受
給
者

　

基
本
給
付
①
に
該
当
す
る
方

　

基
本
給
付
：
申
請
は
不
要
で
す

　

追
加
給
付
：
申
請
が
必
要
で
す

・�

公
的
年
金
等
受
給
者

　

基
本
給
付
②
に
該
当
す
る
方

　

基
本
給
付
：
申
請
が
必
要
で
す

　

追
加
給
付
：
申
請
が
必
要
で
す

・�

家
計
急
変
者

　

基
本
給
付
③
に
該
当
す
る
方

域
の
避
難
所
開
設
な
ど
防
災
活

動
を
行
う
人

・�

防
災
士
で
あ
る
こ
と
を
地
域
へ

公
表
で
き
る
人

補
助
金
の
対
象
と
な
る
経
費

・�

救
命
講
習
お
よ
び
防
災
士
養
成

講
座
な
ど
の
受
講
料（
テ
キ
ス
ト

代
を
含
む
）

・�

防
災
士
資
格
取
得
試
験
受
験
料

・�

防
災
士
資
格
認
証
登
録
料

補
助
金
額

　

補
助
金
対
象
経
費
の
全
額

※�

消
防
団
員（
分
団
長
以
上
の
職

歴
を
持
つ
人
）な
ど
、
防
災
に
関

し
て
一
定
の
知
識
や
実
践
力
を

身
に
付
け
て
い
る
場
合
は
、
特

例
で
資
格
を
取
得
す
る
こ
と
が

出
来
ま
す
。
補
助
制
度
や
交
付

手
続
き
の
詳
し
い
内
容
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※�

防
災
士
の
詳
細
は
、
日
本
防
災

士
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

　

�

　

消
防
防
災
課

　
　
　

�

☎
33
―
１
０
５
２

　

基
本
給
付
：
申
請
が
必
要
で
す

申
請
書
類

　

児
童
扶
養
手
当
受
給
資
格
認
定

者
お
よ
び
、
ひ
と
り
親
家
庭
等
医

療
費
等
助
成
資
格
認
定
者
に
つ
い

て
は
、
８
月
上
旬
に
給
付
金
の
お

知
ら
せ
と
申
請
書
類
を
送
付
し
て

い
ま
す
。
な
お
、
申
請
書
類
が
送

付
さ
れ
な
い
方
で
、
支
給
対
象
者

に
該
当
す
る
方
は
、
お
問
い
合
せ

く
だ
さ
い
。

申
請
期
限

　

令
和
３
年
２
月
28
日（
日
）

　

社
会
福
祉
課

　
　

☎
36
―
１
１
５
３



5

　

千
葉
県
教
育
庁
南
房
総
教
育
事

務
所
で
は
、
公
立
小
・
中
学
校
で

臨
時
的
任
用
職
員
等
と
し
て
の
勤

務
を
希
望
す
る
方
の
登
録
会（
新

規
）と
面
接
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

当
日
は
、
各
家
庭
で
検
温
し
、

マ
ス
ク
着
用
の
上
、
ご
出
席
く
だ

さ
い
。

安
房
地
区（
勤
務
地
：
館
山
市･

鴨
川
市･

南
房
総
市･

鋸
南
町
）

と
き　

11
月
19
日（
木
）午
後
１
時

30
分
か
ら（
受
付
午
後
１
時
か
ら
）

と
こ
ろ　

安
房
教
育
会
館

安
房･

君
津･

市
原
地
区
合
同

（
勤
務
地
：
館
山
市･

鴨
川
市

･

南
房
総
市･

鋸
南
町･

富
津
市

･

君
津
市･

木
更
津
市･

袖
ケ
浦

市･

市
原
市
）

と
き　

12
月
２
日（
水
）午
後
１
時

30
分
か
ら（
受
付
午
後
１
時
か
ら
）

と
こ
ろ　

君
津
教
育
会
館

募
集
職
種　

小
・
中
学
校
教
員
、

養
護
教
諭
、
学
校
栄
養
職
員
、
学

校
事
務
職
員
、
学
校
事
務
補
助

令
和
３
年
度
に
向
け
た
講

師
登
録
会

教
　
育

教
　
育

労
　
働

労
　
働

狩
　
猟

狩
　
猟

持
ち
物　

筆
記
用
具
、
印
鑑
、
写

真（
４
㎝
×
３
㎝
を
２
枚
、
６
㎝
×

４
・５
㎝
を
３
枚
）、
室
内
履
き

※�

教
員
免
許
状
の
原
本
と
写
し

（
両
面
コ
ピ
ー
）各
１
部
、
履
歴

書
ま
た
は
履
歴
の
わ
か
る
メ
モ

１
通
を
用
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　

南
房
総
教
育
事
務
所

　

☎
０
４
３
８
―
25
―
１
３
１
１

　

教
育
委
員
会
で
は
、
体
育
お
よ

び
文
化
活
動
の
成
績
が
極
め
て
優

秀
と
認
め
ら
れ
る
個
人
を
表
彰
し

て
い
ま
す
。

対
象
者

　

南
房
総
市
に
住
所
を
有
し
、
安

房
郡
市
外
の
高
等
学
校
に
通
う
生

徒（
南
房
総
市
、
館
山
市
、
鴨
川

市
の
高
等
学
校
へ
は
推
薦
の
依
頼

を
行
っ
て
い
ま
す
）

表
彰
基
準

　

全
国
レ
ベ
ル
の
大
会
出
場
、
関

東
レ
ベ
ル
の
大
会
で
８
位
以
内
、

県
レ
ベ
ル
の
大
会
で
４
位
以
内

受
付

　

11
月
９
日（
月
）ま
で

　

教
育
総
務
課

　
　

☎
46
―
２
９
６
１

教
育
功
労
者
の
推
薦
を
受

け
付
け
て
い
ま
す

　

千
葉
県
最
低
賃
金
は
、
10
月
１

日
か
ら
時
間
額
９
２
５
円
に
改
正

さ
れ
ま
し
た
。
千
葉
県
内
の
事
業

場
で
働
く
す
べ
て
の
労
働
者
と
そ

の
使
用
者
に
適
用
さ
れ
ま
す
。　

　

詳
し
い
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
、

千
葉
労
働
局（
☎
０
４
３
―
２
２
１

―
２
３
２
８
）ま
た
は
最
寄
り
の
労

働
基
準
監
督
署
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

　

11
月
15
日（
日
）か
ら
令
和
３
年

２
月
15
日（
月
）ま
で
は
、
鳥
獣
の

狩
猟
期
間
で
す
。
狩
猟
者
は
、
法

令
を
遵
守
し
、
狩
猟
の
マ
ナ
ー
を

守
り
、
事
故
防
止
に
努
め
て
く
だ

さ
い
。

　

ま
た
、
野
外
で
活
動
す
る
方

は
、
目
立
つ
服
を
着
用
し
、
ラ
ジ

オ
を
携
帯
す
る
な
ど
、
事
故
防
止

の
対
策
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

　

�

南
房
総
市
有
害
鳥
獣
対
策
協

議
会（
農
林
水
産
課
）

　
　

☎
33
―
１
０
７
１

　

県
労
働
委
員
会
で
は
、
個
々
の

労
働
者
と
使
用
者
の
間
で
生
じ
た

解
雇
・
パ
ワ
ハ
ラ
・
労
働
条
件
の

不
利
益
変
更
な
ど
の
労
働
関
係
の

ト
ラ
ブ
ル
に
つ
い
て
、
労
働
委
員

会
の
委
員
が
間
に
入
っ
て
、
双
方

の
歩
み
寄
り
に
よ
る
円
満
な
解
決

を
目
指
す「
個
別
的
労
使
紛
争
の

あ
っ
せ
ん｣

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

あ
っ
せ
ん
は
無
料
で
、
労
働
者
、

使
用
者
ど
ち
ら
か
ら
で
も
申
請
で

千
葉
県
最
低
賃
金
改
正

狩
猟
事
故
の
防
止
に
努

め
ま
し
ょ
う

個
別
的
労
使
紛
争
の
あ
っ

せ
ん
～
労
働
委
員
会
～

き
ま
す
。
あ
っ
せ
ん
を
希
望
さ
れ

る
方
は
、
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

　

�

　

県
労
働
委
員
会
事
務
局

　

☎
０
４
３
―
２
２
３
―
３
７
３
５

ペ
ッ
ト

ペ
ッ
ト

　

令
和
元
年
度
は
、
県
内
で
人
が

犬
に
か
ま
れ
る
事
故
が
、
１
３
１

件
発
生
し
ま
し
た
。
次
の
こ
と
に

注
意
し
て
、
動
物
に
よ
る
事
故
や

迷
惑
を
防
止
し
ま
し
ょ
う
。

・�

飼
い
犬
が
人
を
か
ん
だ
時
は
保

健
所
へ
届
け
出
し
、
か
ん
だ
犬

が
狂
犬
病
の
疑
い
が
な
い
か
ど

う
か
獣
医
師
の
検
診
を
受
け
さ

せ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

・�

犬
を
飼
う
場
合
に
は
、
事
故
を

起
こ
さ
な
い
よ
う
な
し
つ
け
、

飼
い
方
を
す
る
こ
と
が
重
要
で

す
。

・�

公
園
な
ど
を
含
め
、
犬
の
放
し

飼
い
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

散
歩
は
犬
を
制
御
で
き
る
人
が

短
い
引
き
綱
で
行
い
ま
し
ょ
う
。

・�

犬
は
来
訪
者
の
届
か
な
い
場
所

で
飼
い
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
門

や
玄
関
か
ら
犬
が
飛
び
出
さ
な

い
よ
う
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　

�

安
房
保
健
所

　
　

☎
22
―
４
５
１
１

11
月
は
動
物
に
よ
る
危
害

防
止
対
策
強
化
月
間
で
す
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11 月こ そ だ て

絵本の読み聞かせ 　図書館　☎４０－１１２０

名　　称 と　　　き と　こ　ろ

とみうら絵本だいすきの会 11月８日（日） 11：00 ～ 11：30 とみうら元気倶楽部

読み聞かせ教室「おはなしのたね｣ 11月13日（金） 10：00 ～ 11：30 三芳農村環境改善センター

絵本読み聞かせ教室 11月14日（土） 10：00 ～ 11：00 和田地域福祉センター「やすらぎ ｣

千倉おはなし会「しおまねき｣ 11月14日（土） 10：30 ～ 11：15 図書館

絵本おはなし会 11月21日（土） 10：00 ～ 11：00 丸山公民館

おはなしだいすき「あひるの会 ｣ 11月21日（土） 10：30 ～ 11：30 富山ふれあいコミュニティセンター

掲載の催しは、新型コロナウイルスの感染拡大防止などのため、
中止となる場合があります。

　

☎ 40－5111

　ほのぼのでは、子育て相談、幼児相談、ことばの相談、リハビリ個別相談などを随時受け付けています。
　お気軽にご相談ください。

教室ほかイベントは、市内に住所がある人が対象です。
申し込みが必要な行事は締め切りまでに申し込みくだ
さい。

にこにこひろばにこにこひろば
休 館 日　日曜・月曜日、祝日・年末年始休 館 日　日曜・月曜日、祝日・年末年始
開館時間　9:30 ～ 12:00 ／ 13:00 ～ 16:00開館時間　9:30 ～ 12:00 ／ 13:00 ～ 16:00

　にこにこひろばは、親子が気軽に遊んだり、交流したりして、
仲間づくりができる場所です。0歳から就園前までのお子さんを
お待ちしています。

　年齢にあわせた親子遊びや手遊び、製作など。
定　　員　各回10組程度（申込は前日まで）

にこにこ教室（あそびの教室）　

　親子が気軽に遊んだり交流したり仲間づくりをす
る場です。午前中(9:30～ 12:00)は日ごとにクラス別
で行います。午後(13:00～ 16:00)は全クラスが対象
です。

　ＮＰＯ法人たからばこの皆さんと一緒に、親子遊
びや子育てについてのお話しをします。ファミサポ
会員以外も参加できます。
と　　き　�11月10日（火）10：00～11：00

にこにこひろば（年齢別） ※南房総市の方限定にこにこひろば（年齢別） ※南房総市の方限定

ファミサポ交流会 in ほのぼのファミサポ交流会 in ほのぼの

親子体操教室 in ほのぼの
　体操の先生と一緒に、体を動かして遊びます。
対　　象　くま組
と　　き　11月13日（金）10：00～ 10：30
締め切り　11月12日（木）

絵本の貸し出し in ほのぼの

　１歳児（うさぎ組）を対象に、絵本の貸し出しを行い
ます。
と　　き　11月24日（火）　11：00～ 11：30

絵本の読み聞かせ in ほのぼの

　０歳児（ひよこ組・りす組）を対象に、年齢に合った
絵本の読み聞かせがあります。
と　　き　�11月27日（金）�11：00～ 11：30

対　象　児 と　き
ひよこ組
　2か月～お座りができる子ども 11月25日（水）

10:00
～ 10:30

りす組
　Ｈ31.4.2 生まれ～
　　ハイハイができる子ども

11月６日（金）

うさぎ組
　Ｈ30.4.2～Ｈ31.4.1生まれ 11月17日（火）

くま組
　Ｈ29.4.2～Ｈ30.4.1生まれ 11月13日（金）

ぞう組
　Ｈ28.4.2～Ｈ29.4.1生まれ 11月10日（火）

　お子さんのことばに関する心配に対して、ことばの
専門の先生が相談に応じます。
と　　き　11月11日（水）�9：30～ 16：00　
� 11月12日（木）�9：30～ 16：00

ことばの相談 in ほのぼの 要予約

　お子さんの発育・発達に関する心配や悩みなどに、
臨床心理士が相談に応じます。
と　　き　11月18日（水）��9：15～ 16：15

幼児相談 in ほのぼの 要予約
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乳児相談・幼児健診 　健康支援課　☎３６－１１５２

項　　目 対象児 と　き と　こ　ろ 受付時間

　　４か月児相談・
　　９か月児相談

令和２年６月生まれ・
令和２年１月生まれ 11月５日（木） 三芳保健福祉センター

９か月児相談
�9：00 ～ 9：15
４か月児相談�
9：30 ～ 9：45

１歳６か月児健康診査 平成31年３月までに
生まれた２歳未満 11月11日（水）

千倉保健センター 個別に通知します
３歳児健康診査 平成29年６月15日まで

に生まれた４歳未満 11月20日（金）

思春期における悩みや不安の相談。
と　き／ 11月16日（月）�14：00 ～ 16：00
ところ／鴨川地域保健センター

　 　鴨川地域保健センター
� ☎０４－７０９２－４５１１

思春期相談 要予約

里親制度についての相談。里親のことを知りた
い、応援・支援したいなどの相談にも応じます。
　NPO法人子ども家庭サポートセンターちば

　　（通称：オレンジの会）　☎２８－４２８８

里親相談　月～金曜日�9：00 ～ 17：00

年金、保険などの国の行政全般に関する意見や要望。
� 10日（火）�朝夷行政センター
� 25日（水）�とみうら元気倶楽部　　
　秘書広報課　☎３３－１００２

行政相談　13：30 ～ 16：00

11 月

人権相談　13：30 ～ 16：00
いじめ、家庭内の問題に関する相談。
� 13日（金）富山ふれあいコミュニティ
　　　　　　　　センター（旧富山公民館）
� 18日（水）ちくら介護予防センター
� 25日（水）和田地域福祉センター「やすらぎ」
　市民課　☎３３－１０５１

11 月

●すべて無料です。お気軽にご利用ください●そ う だ ん

法務局登記相談  9：30～ 15：30
相続登記や抵当権抹消登記など不動産登記相談。
と　き／毎週火・木曜日（祝日は休み）
ところ／千葉地方法務局館山支局

　 　千葉地方法務局館山支局
　　�　☎２２－０６２０

要予約

多重債務相談、サービス ･商品に関する相談 ･苦情。
と　き／ 11月30日（月）��10：30～ 15：30
※相談場所は予約時にお伝えします。
※電話による相談は、商工課内の消費生活相談
　専用電話（☎３３－４３００）

　 　商工課　☎３３－１０９２

消費生活相談�� 要予約

税金全般・記帳の相談。
とき・ところ／ 11月13日（金）イオンタウン館山
� 12月８日（火）法青会館
※予約は毎月末日が締切です。

　 　税理士会館山支部　☎２３－４１３２

税金相談　10：00～15：00 要予約

掲載の催しは、新型コロナウイルスの感染拡大防止などのため、
中止となる場合があります。

離婚・相続などの相談に司法書士が応じます。
弁護士による相談は他の機関を紹介します。
と　き／11月12日（木）�13：00～17：00
ところ／丸山公民館
※�調停中や裁判中の事件の相談ならびに同一内容に
ついての再度の相談は応じられません。

　 　社会福祉協議会　☎４４－３５７７

司法書士による法律相談 要予約

※もぐもぐ教室（離乳食教室）および親子きずなの教室（産前）は当面の間、開催を中止します。
　個別に相談のある方は、健康支援課（☎３６－１１５２）までご連絡ください。

夫・パートナーからの暴力、セクハラ、ストーカー
などの女性をめぐる各種の人権問題について、人
権擁護委員が「女性の人権ホットライン｣を通じて、
相談に応じます。
と　き／11月12日（木）～11月18日（水）
　　　　平日8：30～19：00、休日10：00～17：00

　 　女性の人権ホットライン
　　　�☎０５７０－０７０－８１０

全国一斉「女性の人権ホットライン｣



　　

　　

11 月日 当 番 医休

8

地
球
環
境
保
護
の
た
め
、
こ
の
用
紙
は
再
生
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

　　　　
安房地域医療センター （☎ 25 − 5111）は、
毎日 24 時間体制で救急患者を受け入れています ｡
そのほかの当番医は次のとおりです ｡

１日（日）
東条病院（鴨川市）　☎０４－７０９２－１２０７
３日（火）
原クリニック（館山市）　☎２４－５７１１
鴨川市立国保病院（鴨川市）　☎０４－７０９７－１２２１
８日（日）
館山病院（館山市）　☎２２－１１２２
中原病院（和田）　☎４７－２０２１
１５日（日）
鋸南病院（鋸南町）　☎５５－２１２５
２２日（日）
館山病院（館山市）　☎２２－１１２２
２３日（月）
富山国保病院（富山）　☎５８－０３０１
亀田ファミリークリニック館山（館山市）　☎２０－５５２０
２９日（日）
赤門整形外科内科（館山市）　☎２２－０００８
花の谷クリニック（千倉）　☎４４－５３０３

※外国人住民を含みます。　（　）内は前月比

総人口　37,163 人� （－ 61）
　　男　17,840 人　　（－ 20）
　　女　19,323 人　　（－ 41）
世帯数　17,167 世帯（－ 17）

出生
死亡
転入
転出

4 人
50 人
54 人
69 人

（令和２年10月１日現在）
じ ん こ う

掲載の催しは、新型コロナウイルスの感染拡大防止などのため、
中止となる場合があります。

国 民 健 康 保 険 税
後期高齢者医療保険料
介 護 保 険 料

（ 第 ５ 期 ）�
（ 第 ５ 期 ）
（ 第 ５ 期 ）�

納期限 
１１月３０日（月）の う ぜ い

図書館　　☎ 40-1120
開館時間　9：00 ～ 17：00

（水曜のみ  9：00 ～ 19：00）
休館日　　月曜日・祝日・年末年始

図書館だより図書館だより
〒 295-0004　南房総市千倉町瀬戸 2340-5　http：//www.city.minamiboso.chiba.jp/0000000999.html

＜児童書＞
・セント・キルダの子　　　　ベスウォーターズ
・はんぶんこ　　　　　　　　　　　多田ヒロシ
・おとうさんのかお　　　　　　　　岩瀬　成子
・セラピードッグのハナとわたし　　堀　　直子
・おふろ、はいる？　　　　　　　　飯野　和好
・あおびょうたん　　　　　　　　あおきひろえ
・ほくほくおいもまつり　　　　　すとうあさえ
・まほうのあめだま　　　　　　　　安房　直子
・おばけのおうさまゴホンゴホン　　田中　六大
・さんじょう！てあらいかめん　　よしむらあき

※�９月中に上記を含め、新刊本は３７０冊
入りました。

●●●●●●● 新着図書紹介 ●●●●●●●
＜一般書＞
・風よあらしよ� 村山　由佳
・薬のギモン早わかり帖� 藤井　義晴
・汚れた手をそこで拭かない� 芦沢　　央
・三度目の恋� 川上　弘美
・ワカタケル� 池澤　夏樹
・世界を変えた100のスピーチ（上）（下）
　　　　　　　　　　　　　　コリンソルター

・なんてことないよ。� 内海　桂子
・中野京子の西洋奇譚� 中野　京子
・カミキｲの＜か和いい＞季節のおりがみ
　　　　　　　　　　　　　　　　　�カミキｲ

・ブルータスの心臓� 東野　圭吾

 　※ 毎週水曜日（祝日を除く）は、午後７時まで開館しています。皆さんのご利用をお待ちしております。

11月19日（木）　
　10：00～11：45、13：00～15：30�
　▶南房総市役所　本庁舎別館１

　健康支援課　　☎３６－１１５２

け ん け つ


